
 
身障協会事務局通信〔第２７８号〕 

 
                                     令和元年１１月２５日 

 
１ 本会事業のご案内     

 ◆令和元年度岐阜県身体障害者青壮年部レクリエーション事業及び未婚者交流会 ＜担当：水野・岡田＞ 

  青壮年部員及び未婚者同士の交流を図ることを目的に開催します。 

  つきましては、貴支部内にご周知方お願いします。 

  ・日  時：令和２年１月２５日（土）  

         カローリング １０時３０分～１２時３０分 

         未婚者交流会 １３時４０分～１５時４０分  

  ・会  場：カローリング：岐阜県福祉友愛アリーナ（岐阜市則武１８１６－１） 

        未婚者交流会：岐阜県福祉友愛プール （岐阜市鷺山向井２５６３－１８） 

  ・参 加 費：５００円（昼食代） 

  ・参加申込：１月１４日（火）までに本協会まで郵送、ＦＡＸ等にてお申し込みください。 

２ 芸術・文化事業のご案内     
 

 ◆「第 34 回障害者による書道・写真全国コンテスト」について（報告） ＜担当：岡田＞ 

   今回は全国から 955 点(書道 804 点、写真 151 点【内携帯フォト 21 点】)、本県からは 44 点(書道 37

点、写真 7点)の応募があり、以下の方が入賞されました。（身障者分のみ） 

   なお、表彰伝達式を12月 22日(日)11時 30分からぎふ清流文化プラザセミナー室において行います。 

   また、受賞作品は、令和元年 12 月 16 日(月)から令和 2年 3月 31 日(火)まで東京にある全国身体障害

者総合福祉センター（戸山サンライズ）において展示されます。 

   【写真の部】銀賞 坂井 明二（岐阜市）題名「投網する漁師」 

 
 ◆今年度の芸術教室について ＜担当：山田、柴＞ 

  今年度開催を予定しておりました芸術教室は、美濃加茂市で開催しました陶芸教室を以ってすべて終了 

 いたしました。 

  この教室は、障がい者が創作活動をする機会を設け、芸術活動の裾野拡大のため行っています。 

  来年度も、各圏域２回の開催を予定しておりますので、地元での開催を希望される場合は、事務局まで 

 ご相談ください。 

  令和元年度に開催した教室 

  ・陶芸（飛騨市古川町、美濃加茂市）・絵画（岐阜市）・ちぎり絵（各務原市、揖斐郡大野町） 

  ・書道（美濃市、高山市）・版画（岐阜市、多治見市）・フエルト（岐阜市） 

  ・フラワーアレンジメント（大垣市、中津川市） 

 
 
 



３ 今後の主な日程について （１２月、１月） 

12月 15 日 (日) 岐阜県身体障害者福祉大会 岐 阜 市： 岐阜市民会館 

 16 日 (月) 巡回相談（整形外科）10：00～12：00 大 垣 市： 中川ふれあいセンター 

 18 日 (水) 巡回相談（整形外科）13：30～15：30 可 児 市： 可児市福祉センター 

 22 日 (日) ふれあいハートフルステージ 岐 阜 市： ぎふ清流文化プラザ 

 27 日 (金) 事務局 仕事納め   

1 月 6 日 (月) 事務局 仕事始め   

 

 

25 日 (土) 青壮年部レクリエーション事業 

         及び未婚者交流会 

岐 阜 市： 県福祉友愛アリーナほか 

 

問い合わせ先 岐阜県身体障害者福祉協会 TEL 058-273-1111 （内線 2535 2543 2544） 

 岐阜県障害者スポーツ協会 TEL 058-273-1111 （内線 2540～2542） 

  FAX 058-273-9308  （共用） 

 

とぴっくす 

○岐阜県選出の国会議員との意見交換会 

  １０月２１日（月）「国会議員との意見交換会」（主催：岐阜県障害者社会参加推進センター（当協会 

 設置））に岡本会長が出席し、要望内容の説明を行いました。  

  要望内容は以下のとおりです。 

 １ 身体障害者相談員が円滑に相談活動を行えるように、個人情報保護法の課題・問題点の検討に着手 

  していただきたい。 

   個人情報保護法の施行以来、行政からの手帳保持者の情報が入手できなくなっています。このため、 

  相談員の管轄区域内のどこに、どのような障害者が居住しているのかが把握できず、相談員の活動が 

  狭められ十分な支援ができない状況となっています。特に新たに障害者になった方は、種々の支援情 

  報が必要であるにもかかわらず、その入手方法がわからないといった場合が多いと思われます。 

  相談員による援助や支援活動に支障をきたさないように、政府関係機関におかれては個人情報保護法 

  の課題・問題点の解消に取り組んでいただきますようお願いします。 

 ２ バリアフリーの充実を図っていただきたい。「心のバリアフリー」についても各政府機関において一 

  層の取り組みをお願いしたい。 

   現在、公共施設や商業施設ではバリアフリー化が進み、以前に比較すると障害者が外出しやすくな 

  りました。しかしながら、駐車場からトイレに向かう際に手すりが無いケースもまだ見られます。ま 

  た、聴覚障害者が高速道路でゲートを通過する際にトラブルが発生し、傍らに係員がいない場合は、 

  小さなテレビカメラで応対していますが、これでは係員とコミュニケーションを取るのに不十分と思 

  われます。 

   一方、駅などではエスカレーターが設置されていますが、早く移動したい人のために片側を空けて 

  乗る方法が行き渡っているようです。しかしこれでは、エスカレーターの手すりを使う障害者にとっ 

  ては安全に利用できません。設備を設けるだけでなく、その正しい使用方法やマナーについても普及 

  啓蒙を図ってください。 

   また、地域の人々が障害者を理解し、心のバリアフリーを浸透させるため、厚生労働省におかれて 

  は、自治体に対し、その取り組みにかかる財政支援を一層手厚く行っていただきますようお願いしま 

  す。文部科学省におかれても、各県・市町村の教育委員会に働きかけて、小・中・高等学校における 

  心のバリアフリー学習の充実強化を図ってください。 


